
「農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託」の公募についての公告 

 

青森県農業農村整備関連業務公募型企画競争事務取扱要領に基づき、下記のとおり実施

者を公募します。 

 

令和８年５月１５日 

 

青森県知事 

記 
 

１ 業務名 

農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託 

２ 業務の目的及び概要 
（１）目的 

本業務は、青森県における農業農村整備のプロセス全体でＩＣＴ活用を推進してい

くため、農業農村整備特有の工種である「ほ場整備」を対象に、ＩＣＴ活用効果の検証

をするものである。 

（２）概要 

ＩＣＴ活用効果の検証 一式 

３ 応募資格等 

別添農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託応募要領による。 

４ 契約の締結について 

本業務に係る契約は、別添農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託応募要領により

特定された契約候補者と契約の協議が整い次第締結することとする。 

５ その他 

業務内容、特定方法等の詳細は、応募要領を参照の上、必要に応じ６の「応募・照会等

窓口」に照会すること。 

６ 応募・照会等窓口 

〒030-8570 青森県青森市長島１－１－１ 

農林水産部 農村整備課 

ＴＥＬ 017-734-9556 

担当者 防災・積算グループ 柏崎、森 



 農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託 応募要領 

 

１ 業務名 

農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託 

 

２ 業務の目的 

本業務は、青森県における農業農村整備のプロセス全体でＩＣＴ活用を推進していく

ため、農業農村整備特有の工種である「ほ場整備」を対象に、ＩＣＴ活用効果の検証をす

るものである。 

 

３ 業務の内容 

別添特記仕様書のとおり。 

 

４ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月２６日（金）までとする。 

  

５ 応募資格 

公募に応募できるものは、次の（１）及び（２）の双方に該当する者とする。 

（１）対象者 

民間事業者、独立行政法人、認可法人及び民間団体（公益法人を含む。）のいずれか

に該当する者とする。 

（２）参加資格 

次に掲げる事項の全てに該当する者 

ア 青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和５８年

２月青森県規則第６号）第３条第２項各号に掲げる業種について、同規則第５条の規

定による認定を受けた者（企画提案書の提出期限までに認定を受けることが見込ま

れる者を含む。）、物品の製造の請負、買入れ及び借入れに関する契約並びに役務の提

供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領（平成１３年４

月１日施行）に規定する資格を有する者（企画提案書の提出期限までに競争入札参加

資格者名簿に登載されることが見込まれる者を含む。）、又は令和０７・０８・０９年

度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の役務の提供等で「東北地域」で申請

しており、かつ、「調査・研究」に申請している者であること（企画提案書提出期限

までに競争参加資格の登録が見込まれる者を含む）。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号及び第２

項各号のいずれにも該当しない者であること。 

 

 



ウ 青森県建設業者等指名停止要領（平成２年６月２８日付け青監第６３３号）等に基

づく知事の指名停止の措置を参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間

に受けていない者であること。 

エ 県内に本店又は支店を有していること。 

オ 配置予定管理技術者は、技術士（農業部門「農業土木」又は「農業農村工学」）、農

業土木技術管理士、又はシビルコンサルティングマネージャー（農業土木部門）のい

ずれかの資格を有する者、又はこれと同等の能力と経験を有する者であること。 

カ 配置予定管理技術者は、応募する者と直接的な雇用関係にあること。 

 

６ 参加表明書に関する事項 

（１）本業務の受託を希望する者は、様式第１号「参加表明書」に競争入札参加資格の認定

結果の通知書の写しを添えて 12 の「応募・照会等窓口」に持参又は郵送により提出す

ること（提出期間内に必着のこと）。 

（２）提出期間 

令和８年５月１８日（月）から令和８年５月２５日（月）まで 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、日曜日及び

土曜日（以下「休日等」という。）を除く毎日午前９時から午後５時まで 

 

７ 企画提案書の作成、提出等 

（１）６の参加表明書を提出した者は、次の項目を内容とする企画提案書を作成するものと

する。なお、企画提案書等に使用する言語は、日本語とする。 

ア 過去１０年間における同種業務の実績（企画提案書様式２） 

前年度から過去１０年間における３に示す業務内容と同種業務の実績を記載する。 

イ  配置予定管理技術者の能力（企画提案書様式３） 

配置予定管理技術者の保有資格状況、同種業務の経験、継続教育の取組状況につい

て記載する。 

ウ  見積書（積算内訳）（企画提案書様式４） 

本業務に係る見積書（積算内訳）を作成する。 

（２）提出方法 

様式第２号により、作成した企画提案書を 12 の「応募・照会等窓口」に持参又は郵

送により１部提出すること（提出期限内に必着のこと）。 

ただし、提出する企画提案書は、１者につき１点に限る。 

（３）提出期間 

令和８年５月１８日（月）から令和８年５月２９日（金）まで 

休日等を除く毎日午前９時から午後５時まで 

 

 



８ 企画提案書を特定するための評価基準（別添「評価基準及び留意事項」参照） 

（１）応募資格の有無 

（２）企画提案書の内容の適切性（別添「評価基準及び留意事項」参照） 

ア 過去１０年間の同種業務の実績 

イ 配置予定管理技術者の能力 

ウ 業務費の妥当性（見積書による。） 

 

９ 契約候補者の特定等 

（１）契約候補者の特定に当たっては、県営農業農村整備工事建設業者等選定委員会におい

て、提出された企画提案書を８の評価基準に基づいて審査のうえ本業務について企画

的に最適なものを特定し、特定した企画提案書の提出者を契約候補者とする。なお、審

査は、非公開とする。 

（２）審査結果は、企画提案書を提出したものに令和８年６月１日（月）までに通知（様式

第３号）する。 

（３）契約候補者に特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算

して５日（休日等を除く。）以内に農村整備課長に対し、契約候補者に特定されなかっ

た理由について、次に従い書面（様式自由）により説明を求めることができる。 

ア  受付窓口 

〒030-8570 青森県青森市長島１－１－１ 

農林水産部 農村整備課 

ＴＥＬ 017-734-9556 

担当者 防災・積算グループ 柏崎、森 

イ  受付時間 

休日等を除く毎日午前９時から午後５時まで 

（４）農村整備課長は、契約候補者に特定されなかった理由の説明を求められたときは、説

明を求めることができる最終日の翌日から起算して３日以内（休日等を除く。）に書面

により回答する。 

 

10 その他 

（１）提出期限までに参加表明書を提出しなかった者は、企画提案書を提出することができ

ない。 

（２）参加表明書及び企画提案の作成及び提出に係る費用は、提出者が負担する。 

（３）提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。 

（４）参加表明書及び企画提案書は、採点等本業務に係る事務手続き以外の目的で提出者に

無断で使用しない。 

（５）受領期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

 



（６）参加表明書及び企画提案書に記載した予定担当者は、原則として変更できない。ただ

し、病休、死亡、退職等の極めて特別な理由により変更を行う場合には、同等以上の技

術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

（７）参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び企画提案書は

無効とする。 

（８）契約締結後、本業務で取得した著作権については、農村整備課長が継承するものとす

る。 

（９）応募要領に関する質問がある場合は、令和８年５月２５日（月）までに、書面により

12 の「応募・照会等窓口」に提出すること。 

 

11 契約等 

（１）本業務に係る契約限度額は、5,225 千円程度（消費税及び地方消費税を含む）を想定

している。 

（２）本業務に係る契約は、契約候補者と契約の協議が整い次第、青森県知事と企画提案書

の見積額の金額で締結する。 

ただし、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができないこともある。 

 

12 応募・照会等窓口 

〒030-8570 青森県青森市長島１－１－１ 

農林水産部 農村整備課 

ＴＥＬ 017-734-9556 

担当者 防災・積算グループ 柏崎、森 

 

 



特  記  仕  様  書 

 

業 務 番 号： 青農整（委）第３号 

業 務 名： 農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託 

業 務 場 所： 青森県内 

履 行 期 間： 契約締結日の翌日 ～ 令和９年３月 26 日 

 

１ 総則 

本業務は、「農村整備設計業務共通仕様書」によるほか、この特記仕様書によるもの

とする。 

 

２ 目的 

本業務は、青森県における農業農村整備のプロセス全体でＩＣＴ活用を推進してい

くため、農業農村整備特有の工種である「ほ場整備」を対象に、ＩＣＴ活用効果の検

証をするものである。 

 

３ 業務内容 

ＩＣＴ活用効果の検証 

（１） 県が発注するほ場整備工事のＩＣＴ活用工事（風合瀬地区：深浦町）について、

従来手法と精度や施工効率等を比較し、ＩＣＴ施工の効果を検証する。 

（２） 県が発注するほ場整備工事のＩＣＴ活用工事（風合瀬地区：深浦町）について、

施工プロセス動画を作成する。 

（３） ＩＣＴ施工の３次元データを扱うことが出来る人材を育成するため、県・市町

村職員を対象とした研修会の準備作業、アンケート資料作成、集計、解析、ＣＰ

Ｄ受講証明書発行作業を行う。※会場手配含む。（会場使用料は別途協議の上、計

上する。） 

（４） 県が発注するほ場整備工事のＩＣＴ活用工事（風合瀬地区：深浦町）で、建設

企業、県・市町村職員を対象とした現場見学会の準備作業、アンケート資料作成、

集計、解析、ＣＰＤ受講証明書発行作業を行う。※会場手配含む。（会場使用料は

別途協議の上、計上する。） 

（５） 「水土里情報システム」を活用した「３次元データの保存方法」及び「データ

の利用方法」について検討する。 

（６） 県が年２回開催（６月、２月予定）する青森県農業農村整備プロセスＤＸ検討

会の資料を作成する。※会場手配含む。（会場使用料は別途協議の上、計上する。） 

（７） 上記（１）～（６）までの結果を取りまとめ、効果を検証するとともに、県が

提供する令和６年、令和７年の成果も含めた３年分の成果取りまとめを行い、Ｉ

ＣＴ活用工事に手軽に取り組むための周知用チラシを作成する。 



４ 業務上の留意事項 

（１）施工業者等の理解と協力を得て行うこと。 

（２）効果を検証するための項目については、発注者の確認を得ること。 

 

５ 業務内容に関する事項 

（業務場所） 

（１）本業務の研修会等開催場所は、次のとおりである。 

項 目 実施場所 

ア  施工プロセス動画作成 風合瀬地区（深浦町） 

イ  県・市町村職員向け研修会 青森市 

ウ  現場見学会 風合瀬地区（深浦町） 

（業務概要） 

（２）業務の概要は、次のとおりである。 

項 目 数 量 

ＩＣＴ活用効果の検証 一式 

（基本条件） 

（３）委託契約書と農村整備設計業務共通仕様書に記載されている以外の一般的な事項 

は、次のとおりである。 

ア 作業実施の順序、方法等は調査職員と緊密な連絡を取り、作業の円滑な進捗を 

図るものとする。 

イ 作業に従事する管理技術者は、本事業の目的を十分理解し業務を遂行すること。 

ウ 作業内容に著しい変更があった場合は、協議の上、契約内容の変更を行うこと 

とする。 

（管理技術者） 

（４）管理技術者は、技術士（農業部門「農業土木」又は「農業農村工学」）、農業土木 

技術管理士、又はシビルコンサルティングマネージャー（農業土木部門）のいずれ 

かの資格を有する技術者、又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であること。 

なお、これと同等の能力と経験を有する技術者とは、大学卒 18 年（短大・高専 

卒 23 年、高校卒 28 年）以上相当の能力と経験を有する者をいう。 

（作業基本条件） 

（５）各作業は、営農に関する作業のスケジュールを把握し、遅滞の無いよう計画的に 

実施すること。 

 



（作業項目） 

（６）作業項目は、次のとおりとする。 

作 業 項 目 数 量 備 考 

１ ＩＣＴ建設機械による施工の効果検証 一式 

作業量、必要

経費、精度の

比較 

２ 施工プロセスの動画作成 一式  

３ 県・市町村職員向け研修会開催 １回  

3-1 準備作業 一式  

3-2 アンケート資料作成 一式  

3-3 アンケート集計・解析 一式  

3-4 ＣＰＤ受講証明書発行作業 一式  

４ 現場見学会開催 １回  

4-1 準備作業 一式  

4-2 アンケート資料作成 一式  

4-3 アンケート集計・解析 一式  

4-4 ＣＰＤ受講証明書発行作業 一式  

５ 農業農村整備プロセスで得られたデータの営農の活

用検討 
一式  

６ 青森県農業農村整備プロセスＤＸ検討会補助 

（年２回） 
一式  

７ 結果取りまとめ 一式  

7-1 ＩＣＴ活用効果の検証結果整理 一式  

7-2 ３年分成果取りまとめ 一式  

7-3 ＩＣＴ活用工事の周知用チラシ作成 一式  

（使用する資材等） 

（７）資材の規格等について、以下に示す。 

名  称 数量 規格等 備考 

 なし    

 

 

 

 



（作業の留意点） 

（８）作業上特に留意する点は下記のとおり。 

ア 資料作成に当たっては、取りまとめの前に基本的方向について確認すること。 

イ 打合せは、着手時、中間時、最終時の３回を基本とするが、必要に応じて随時 

行うこと。 

回  次 作業段階 内  容 

第 １ 回 着手時 
業務条件の確認及び業務計画書について打合せ

を行う。 

第 ２ 回 中間時 
ＩＣＴ活用効果の検証の細部条件について打合

せを行う。 

第 ３ 回 最終時 成果品のとりまとめについて打合せを行う。 

（その他） 

（９）本業務は、電子納品の対象業務である。 

電子納品対象は報告書、数量計算書等、図面及び現場写真とし、作成要領は国土

交通省が定める「土木設計業務等の電子納品要領（案）」、「ＣＡＤ製図基準(案)」及

び「デジタル写真管理情報基準(案)」によるほか、「青森県電子納品運用ガイドライ

ン」による。 

なお、国土交通省が定める電子納品に関する要領・基準は国土交通省国土技術政

策総合研究所のホームページ【http://www.nilim-ed.jp】で閲覧、ダウンロードで

きる。また、「青森県電子納品運用ガイドライン」は整備企画課のホームページ

【http://www.pref.aomori.lg.jp/skikaku/index.html】の「CALS/EC」のぺージよ

りダウンロードできる。 

（成果品） 

（10）提出すべき成果品及び提出部数は、次に示すものとする。 

ア 報告書 Ａ４サイズ（ファイル綴じ） 正１部、副１部 

イ 電子成果品（電子媒体：CD-ROM 又は DVD-ROM）  正１部、副１部 

 



（別添）評価基準及び留意事項 

 

評価基準等は次のとおりである。 

 

１ 応募資格の判定 

応 募 資 格 判定 判定基準 

１ 建設関連業務の競争入札参加資格  
１～３のいずれに

も該当しない場合

は失格 

２ 物品等の競争入札参加資格  

３ 農林水産省競争参加資格（「東北地域」かつ「調

査・研究」） 
 

４ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２

項に該当しないこと 
 

該当する場合は失

格 

５ 青森県建設業者等指名停止要領等に基づく知事の

指名停止を受けていないこと 
 

指名停止を受けて

いる場合は失格 

６ 県内に本店又は支店を有していること  
該当しない場合は

失格 

７ 配置予定技術者は、必要な資格又はこれと同等の

能力と経験を有していること 
 

該当しない場合は

失格 

８ 配置予定技術者は、応募する者と直接的な雇用関

係にあること 
 

該当しない場合は

失格 

判  定   

 

  



 

２ 評価項目及び評価基準 

評価項目 評  価  基  準 評価点 

１ 技術力評価 企業評価〔10 点満点〕  

（30 点） （１）同種業務の実績（国・県発注のもの）  

  ①過去 10 年間で 5 件以上の実績あり 10 点  

 ②過去 10 年間で 1 件以上の実績あり 5 点  

 ③過去 10 年間で実績なし 0 点 点 

 技術者評価〔20 点満点〕  

 （２）  配置予定管理技術者の保有資格  

  ①技術士（農業土木又は農業農村工学） 7 点  

 ②ＲＣＣＭ（農業土木）、農業土木技術管理士 4 点  

 ③上記以外 0 点 点 

 （３）配置予定管理技術者の同種業務経験（国・県発注のもの）  

  ①過去 5 年間で 3 件以上の経験あり 7 点  

 ②過去 5 年間で 1 件以上の経験あり 4 点  

 ③上記以外 0 点 点 

 （４）配置予定管理技術者の継続教育の取組状況  

  ①各団体の目標（推奨）単位数を満たしている 6 点  

 ②各団体の目標（推奨）単位数の半数以上を満た

している 
3 点 

 

 ②上記以外 0 点 点 

 30 点×技術力評価得点／技術力評価満点  

   

  点 

２ 価格評価 70 点×（１－見積価格／予定価格）  

（70 点）   

  点 

合 計   

（100 点）   

  点 

 



（様式第１号） 
番     号 
年  月  日 

 
農村整備課長 殿 

 
 

住所 
商号又は名称 
代表者氏名      

 
 

参 加 表 明 書 
 

「農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託」の業務企画に関する提案に参加しま

す。 
 
 

記 
 

添付書類 ： 応募資格に関する証明資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当者） 
所属／部署 
氏名 
電話 
E-mail 



（様式第２号） 
番     号 
年  月  日 

 
農村整備課長 殿 

 
 

住所 
商号又は名称 
代表者氏名      

 
 

企画提案書の提出について 
 

「農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託」に関する企画提案書を別添のとおり

提出します。 
 
 

記 
 

添付書類 ： 企画提案書 １部 
 
 
 
 
 
 
 

（担当者） 
所属／部署 
氏名 
電話 
E-mail 



（様式第３号） 
番     号 
年  月  日 

 
○○○○○ あて 

 
 

農村整備課長 
 
 

企画提案書の審査結果について（通知） 
 

「農業農村整備プロセスＤＸ第３号業務委託」に関する企画提案書を審査した結果、

契約候補者に特定した《には特定されなかった》ことを通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 
所属／部署 
氏名 
電話 
E-mail 



（企画提案書様式２） 

 

過 去 10 年 間 の 同 種 業 務 の 実 績 

 

業務名：  

会社名：  

 

事業名 業務概要 発注機関 履行期間 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

【注意事項】 

・実績には、県営以外の農業農村整備事業を含む。 

・記入は、Ａ４用紙１枚以内とする。 

・同種業務の実績の取り扱いについて 

  同種業務とは 

① ほ場整備事業の測量・設計業務。 

② それ以外の業務は「実績なし」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（企画提案書様式３） 

 

配 置 予 定 管 理 技 術 者 の 能 力 

 

業務名：  

会社名：  

 

１  配置予定管理技術者の資格保有状況 

氏  名 役  職 保有する技術者資格 

   

   

 

２  配置予定管理技術者の過去５年間の同種業務経験 

氏  名 所属・役職 業 務 名 業務概要 発注機関 履行期間 

      

      

      

      

 

３  配置予定管理技術者の継続教育の取組状況 

氏  名 団 体 名 目標(推奨)単位 取得単位数 

    

    

 

【注意事項】 

・氏名には、「ふりがな」をふること。 

・企画提案書の提出者以外の企業等に所属する担当者については、所属・役職欄に

企業名等も記載すること。 

・保有技術者資格には、資格の種類、部門（選択科目）を記載すること。 

・１～３を併せてＡ４用紙２枚以内とする。 

・記載に当たっては、「（別紙１）配置予定管理技術者の継続教育の取組状況につい

て」を参照すること。 

・団体名には、継続評価制度を実施している団体の名称を記載すること。 

 ・取得単位数の証明のため、証明書の写しを添付すること。 

 ・資格保有状況の書類について、参加表明書に添付した場合は省略することができ

る。 

 

 

 



（企画提案書様式４） 

 

見 積 書 （ 積 算 内 訳 ） 

 

業務名：  

会社名：  

 

区  分 数量 単位 単価 金 額 備  考 

      

      

      

 

【注意事項】 

・必要に応じて積算参考資料を添付する。 

・作業項目毎に職種、人員等の内訳を整理すること。 

 

＜参考例＞ 

（積算参考資料） 

作業区分 

職種別人員（人） 

備 考 
技 師 長 

主任 

技師 
技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員  

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

 

配置予定管理技術者の継続教育の取組状況について 

 

 

１ 目標（推奨）単位の単位数及び取得年数については各団体の定めによるものとし、

その証明日は前年度末（３月３１日）時点とする。なお、証明書の有効期限は１年

間とする。 

２ 継続教育は、配置予定技術者の保有する資格の種別、及び継続教育制度を実施し

ている団体の種別に関係なく、定められている目標単位を満たすことにより評価の

対象とする。 

３ 下表は、建設系ＣＰＤ協議会に加入している団体のうち、継続教育制度を実施し

目標単位数を定めている団体の目標単位数であるが、他団体の継続教育制度につい

ても評価するものとする。 

 

団体名 継続教育制度 目標（推奨）単位 

全国土木施工管理技士会連

合会 
継続学習制度（CPDS) 

20 ユニット／年 

40 ユニット／2 年 

60 ユニット／3 年 

80 ユニット／4 年 

100 ユニット／5 年 

空気調和・衛生工学会 
設備技術者継続能力開発シ

ステム（SHASE-CPD） 

50 ポイント／年 

250 ポイント／5 年 

建設コンサルタンツ協会 CPD 制度 50 単位／年 

地盤工学会 G-CPD 制度 50 ポイント／年 

土木学会 土木学会 CPD システム 50 単位／年 

日本環境アセスメント協会 JEAS-CPD 制度 50 単位／年 

日本技術士会 技術士 CPD（技術研鑽）制度 
50CPD 時間／年 

150CPD 時間／3 年 

日本建築士会連合会 建築士会 CPD 制度 12 単位／年 

日本造園学会 造園 CPD（継続教育）制度 50 単位／年 

日本都市計画学会 都市計画 CPD 50 単位／年 

農業農村工学会 技術者継続教育機構（CPD) 50 単位／年 
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